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秋山地区複合施設基本・実施設計業務プロポーザル技術提案書作成要領 

 

１．趣旨 

本作成要領は、秋山地区複合施設基本・実施設計業務（以下「本業務」という。）に向けて、本

設計業務に最も適した設計者を適正かつ公平に選定するために技術提案書に係る基本的事項を

定めたものである。 

 

２．提出資料 

別添資料により、次の書類等を提出すること。 

（１）「技術提案書（様式８）」を表紙として添付すること。 

（２）技術提案書（任意書式、Ａ３版３枚（両面使用不可）以内）を提出すること。 

秋山地区複合施設の建設にあたり、利用者の視点に立ち、防災拠点の役割を果たすとともに、

秋山地区の将来を見据えた地域の拠点となる未来像を明らかにし、機能性・柔軟性・経済性

に優れ、併せて景観・環境に配慮した施設を提案すること。 

ア）提案する内容 

・業務の実績、実施方針について 【実施要領［表６－１］審査項目１】 

・敷地利用及び敷地の配置計画の考え方について【実施要領［表６－１］審査項目２】 

・複合施設に必要とされる機能性・柔軟性について 【実施要領［表６－１］審査項目３】 

・地震等の災害に対する防災・安全性について 【実施要領［表６－１］審査項目４】 

・環境対策について 【実施要領［表６－１］審査項目５】 

・コスト縮減に有効な建築計画について 【実施要領［表６－１］審査項目６】 

イ）説明文に使用する文字は１０．５ポイント以上とし、イメージ図等に挿入する文字は６ポ

イント以上とする。 

ウ）文章を補完するイメージ図や写真等は、カラー表現としてもよい。 

エ）視覚的表現については、文章を補完するための必要最小限のイメージ図、イラスト、写真

等は使用してよい。 

オ）具体的な設計図、模型（模型写真を含む。）、透視図（コンピュータグラフィックスを含む。）

等を使用しないこと。 

カ）見積書は、任意書式とする。（内訳書を含む。） 

（３）その他留意事項 

ア）技術提案書は、Ａ３版横向きとする。 

イ）技術提案書は、無記名とする。 

 

３．質問書受付及び回答 

（１）質問書受付及び回答 

質問期間 令和８年４月１３日（月）から令和８年４月２０日（月）午後５時まで 

回 答 日 令和８年４月２３日（木） 

そ の 他 技術提案書に関する質問はＥ-ｍａｉｌのみで受け付ける。 

Ｅ-ｍａｉｌ： akiyama@city.uenohara.lg.jp 
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Ｅ-ｍａｉｌ の件名については、「秋山地区複合施設基本・実施設計業務プロポーザル質問書

の提出について」とし、書式は別紙「質問書（様式２）」を使用すること。 

質問の回答は、上野原市ホームページにて閲覧に供する。 

 

４．技術提案書の提出 

（１）技術提案書の提出は、次による。 

提出期間 令和８年４月２８日（火）から令和８年５月２９日（金）午後５時まで 

提出場所 上野原市役所秋山支所 市民課 

提出方法 持参、郵便（書留）又は宅配便（提出期限必着） 

提出部数 １１部（表紙添付の技術提案書（正本）は１部、その他１０部は技術提案書のみ） 

     正本と同一の電子データ １式（見積書は除く。） 

     なお、電子データの提出方法は、ＣＤ－Ｒ媒体とする。 

（２）次の条件の一に該当する場合は、失格となることがある。 

ア）本作成要領及び別添様式に示した条件に適合しないもの 

イ）非合法で作為的な手法にて、提案の主旨を明らかに混乱させたことが判明した場合 

ウ）虚偽の内容が記載されているもの 

（３）要求した内容以外の書類及び図面等については、受理しない。 

 

５．プレゼンテーション及びヒアリング 

（１）技術提案書等の内容を具体的に確認するため、次によりプレゼンテーション及びヒアリング

を実施する。 

開催場所 上野原市役所 会議室 

開催日時 令和８年６月３日（水） 

詳細については、プレゼンテーション及びヒアリング（第二次審査）の参加者に

別途通知する。 

プレゼンテーション及びヒアリング 

１者あたり説明２０分、質疑応答１５分の計３５分程度（予定） 

 

６．評価・選定基準 

実施要領１３による。 

 

７．最も評価の高い参加者の選定方法 

（１）第二次審査において、上野原市が設定した基準により審査し、最高評価点を得た参加者を委

託候補者として選定する。 

（２）審査経過については、公表しない。 

（３）審査結果については、異議申し立てをすることができない。 
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８．審査結果の通知 

（１）審査の結果については、第二次審査の参加者に文書で通知する。 

第二次審査結果の通知  令和８年６月上旬（予定） 

（２）委託候補者については、上野原市ホームページにて公表する。 

 

９．本業務の委託方法 

（１）上野原市と最高評価点を得た参加者が、業務委託の随意契約を締結する。 

（２）業務委託費は、最高評価点を得た参加者が提示した見積金額を基本とし、別途算定根拠を附

した見積書の提出を求め、予算の範囲内で決定する。 

 

１０．その他事項 

 「秋山地区複合施設基本・実施設計業務プロポーザル実施要領」を参照とする。 


